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平成２２年第１回砂川市議会定例会

平成２２年３月１１日（木曜日）第４号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 議案第１５号 砂川市奨学金条例を廃止する条例の制定について

議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第１８号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１９号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２０号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定について

議案第２１号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定について

議案第 ８号 平成２２年度砂川市一般会計予算

議案第 ９号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第１０号 平成２２年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１１号 平成２２年度砂川市老人医療事業特別会計予算

議案第１２号 平成２２年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１３号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１４号 平成２２年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 議案第１５号 砂川市奨学金条例を廃止する条例の制定について

議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第１８号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１９号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て
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議案第２０号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定について

議案第２１号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定について

議案第 ８号 平成２２年度砂川市一般会計予算

議案第 ９号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第１０号 平成２２年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１１号 平成２２年度砂川市老人医療事業特別会計予算

議案第１２号 平成２２年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１３号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１４号 平成２２年度砂川市病院事業会計予算

〇出席議員（１３名）

議 長 北 谷 文 夫 君 副議長 東 英 男 君

議 員 矢 野 裕 司 君 議 員 武 田 圭 介 君

飯 澤 明 彦 君 中 江 清 美 君

吉 浦 やす子 君 一ノ瀬 弘 昭 君

尾 崎 静 夫 君 土 田 政 己 君

辻 勲 君 小 黒 弘 君

沢 田 広 志 君

〇欠席議員（１名）

増 田 吉 章 君

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 菊 谷 勝 利

砂川市教育委員会委員長 柴 田 良 一

砂 川 市 監 査 委 員 奥 山 昭

砂川市選挙管理委員会委員長 曽 我 治 彦

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 奥 山 俊 二

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 小 原 幸 二

市 立 病 院 長 小 熊 豊

総 務 部 長
善 岡 雅 文

兼 会 計 管 理 者

市 民 部 長 井 上 克 也
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経 済 部 長 栗 井 久 司

建 設 部 長 西 野 孝 行

建 設 部 技 監 金 田 芳 一

市 立 病 院 事 務 局 長 小 俣 憲 治

市 立 病 院 事 務 局 審 議 監 佐 藤 進

市 立 病 院 事 務 局 技 監 中 村 俊 夫

総 務 課 長 古 木 信 繁

広 報 広 聴 課 長 湯 浅 克 己

３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 長 四 反 田 孝 治

教 育 次 長 森 下 敏 彦

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 局 長 中 出 利 明

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 善 岡 雅 文

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 栗 井 久 司

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 角 丸 誠 一

事 務 局 次 長 加 茂 谷 和 夫

庶 務 係 長 佐 々 木 純 人

議 事 係 長 石 川 早 苗
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 北谷文夫君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

本日の会議に欠席の届け出のあった方を事務局長に報告させます。

議会事務局長。

〇議会事務局長 角丸誠一君 本日の会議に欠席と届け出のありました議員は、増田吉章

議員であります。

〇議長 北谷文夫君 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１５号 砂川市奨学金条例を廃止する条例の制定について

議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第１８号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第１９号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第２０号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定につい

て

議案第２１号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定に

ついて

議案第 ８号 平成２２年度砂川市一般会計予算

議案第 ９号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第１０号 平成２２年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１１号 平成２２年度砂川市老人医療事業特別会計予算

議案第１２号 平成２２年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１３号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１４号 平成２２年度砂川市病院事業会計予算

〇議長 北谷文夫君 日程第１、議案第１５号 砂川市奨学金条例を廃止する条例の制定

について、議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について、議案第１７号 砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第１８号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第１９号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例
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の制定について、議案第２０号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定について、

議案第２１号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定について、議案第８号

平成２２年度砂川市一般会計予算、議案第９号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会

計予算、議案第１０号 平成２２年度砂川市下水道事業特別会計予算、議案第１１号 平

成２２年度砂川市老人医療事業特別会計予算、議案第１２号 平成２２年度砂川市介護保

険特別会計予算、議案第１３号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算、議案

第１４号 平成２２年度砂川市病院事業会計予算の１４件を一括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） 議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費

に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。

改正の理由は、市長、副市長及び教育長の給料月額について、平成１９年度実施の行財

政改革に伴う独自削減を継続するため、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

等の一部を改正しようとするものであります。

改正内容につきましては、附属説明資料によりご説明いたしますので、３ページをお開

きいただきたいと存じます。左が現行、右が改正後となっております。第１条は、砂川市

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正で、附則に第１８項を加えるもので、

第３条第１項各号の規定にかかわらず、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日ま

での間に限り、給料月額並びに期末手当及び退職手当の計算の基礎となる給料月額を市長

は月額７４万３，０００円、副市長は月額６０万８，９００円に改正するものであります。

これは、特別職の給料月額の改正で、本則と比べ、市長は７％、５万６，０００円削減、

副市長は５％、３万２，１００円削減するものであります。

第２条は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

で、附則に第７項を加えるもので、第３条の規定にかかわらず、平成２２年４月１日から

平成２３年３月３１日までの間に限り、給料月額並びに期末手当及び退職手当の計算の基

礎となる給料月額を５４万４，１００円に改正するものであります。これは、教育長の給

料月額の改正で、本則と比べ、３％、１万６，９００円削減するものであります。

附則として、この条例は、平成２２年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 （登壇） 私から議案第１７号をご説明申し上げます。議案第

１７号 砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げ

ます。

改正の理由でありますが、身体障害者福祉法施行規則の改正に伴い、重度心身障害者の

範囲を拡大するとともに、一部条文の整理を図るため、本条例の一部を改正しようとする
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ものでありますが、説明を加えさせていただきます。身体障害者福祉法施行規則が改正さ

れ、本年４月から内臓の機能障害である肝臓機能障害が追加されることによる改正であり

ます。

それでは、裏面をお開きいただきたいと存じます。砂川市福祉医療費助成条例の一部を

改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、新旧対照表によりご説

明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。改正部分につき

ましては、アンダーラインを表示しております。第２条は定義の定めで、第１号は重度心

身障害者の定義であります。現行条文を改正後に記載のとおり改めるものでありますが、

改正後５行目末尾に記載のとおり、肝臓機能障害を追加するものであります。また、現行

条文末尾の内部障害４級を重複して持つ者につきましては、同一の等級について２つ重複

する障害がある場合は１級上の級とするものの、施行規則ただし書きの規定により４級を

重複しても３級に該当しない場合もあることから、条文解釈でそご、食い違いが生じない

よう条文の整理を図るものであります。

附則として、この条例は、平成２２年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 （登壇） それでは、私のほうからは議案第２１号でございま

す。議案第２１号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定についてご説明申し

上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市ふるさと活性化プラザ条例第６条の規定に

基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものでございま

す。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市ふるさと活性化プラザであり、所

在地は砂川市北光３３６番地７であります。

２、指定管理者の名称は、砂川ハイウェイオアシス管理株式会社であります。

３、管理を行わせる期間は、平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でありますが、現在の指定管理者である砂川ハイウェイオアシス管理株式会

社の管理を行わせる期間が平成２２年３月３１日をもって終了することから、砂川市ふる

さと活性化プラザの維持管理運営に実績がある砂川ハイウェイオアシス管理株式会社を引

き続き指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 （登壇） 議案第１９号 砂川市普通河川管理条例の一部を改

正する条例の制定についてご説明いたします。
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改正の理由は、農地法の一部を改正する法律、平成２１年法律第５７号が公布され、標

準小作料制度が廃止されたことから、河川占用料の額を定めるため、本条例の一部を改正

しようとするものであります。

改正の内容については、３ページの附属説明資料、新旧対照表でご説明いたします。表

の左側が現行、右側が改正後であり、改正部分はアンダーラインで表示しております。農

地にかかわる河川敷地占用料の年額については、現行は区分を農耕用敷地と採草及び放牧

用敷地とし、単位は１平方メートル、単価及び算出方法は、農耕用敷地は近傍類似の土地

の１平方メートル当たりの小作料の標準額に１００分の５０を乗じて得た額、採草及び放

牧用敷地は近傍の畑の用に供している土地の１平方メートル当たりの小作料の標準額に１

００分の３０を乗じて得た額と定めております。小作料の標準額とは、農地法第２４条の

２第１項の規定に基づき、砂川市農業委員会が定めた小作料の標準額をいうものでありま

す。これに対し、改正後は、区分を田、畑、採草及び放牧用敷地に、単位は１０アールと

し、単価及び算出方法は、廃止前の標準小作料などをもとにして、田は４，０００円、畑

は２，５００円、採草及び放牧用敷地は６００円にそれぞれ定額で定めようとするもので

あります。

附則として、この条例は、平成２２年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 教育次長。

〇教育次長 森下敏彦君 （登壇） 私のほうから議案第１５号及び議案第２０号につい

てご説明を申し上げます。

初めに、議案第１５号 砂川市奨学金条例を廃止する条例の制定についてご説明申し上

げます。

本条例は、平成１２年に制定した砂川市奨学金条例を廃止する条例を制定するものであ

り、条例廃止の理由につきましては、国が平成２２年度より高等学校等の授業料無償化の

方針を示していることに伴い、授業料相当額を奨学金の額としている本条例を廃止しよう

とするものであります。

２ページをごらんいただきたいと存じます。砂川市奨学金条例を廃止する条例は、附則

として、平成２２年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

次に、議案第２０号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定についてご説明申し

上げます。

砂川市地域交流センターの指定管理者の指定につきましては、地方自治法第２４４条の

２第６項及び砂川市地域交流センター条例第７条に基づき、指定管理者を指定したいので、

議会の議決を求めるものであります。

管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市地域交流センター、所在地は砂川市東
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３条北２丁目３番地３であります。

指定管理者の名称は、特定非営利活動法人ゆうであります。

管理を行わせる期間は、平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までであります。

指定の理由につきましては、現在の指定管理者である特定非営利活動法人ゆうの管理を

行わせる期間が平成２２年３月３１日をもって終了することから、地域交流センターゆう

の維持管理運営に実績がある特定非営利活動法人ゆうを引き続き指定しようとするもので

あります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 議案第１８号 砂川市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由といたしまして、当院の診療科目に救急科を新設し、救命救急医療体制の充

実並びに向上を図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市病院事業の設置等に関する条例の一

部を次のように改正するもので、説明に当たりまして、３ページ、附属説明資料の新旧対

照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。

改正部分につきましては、アンダーラインで表示しております。第３条第２項は診療科目

を定めており、新たに救急科を開設するため、同項に追加するものであります。

附則といたしまして、この条例は、平成２２年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） 議案第８号 平成２２年度砂川市一般会計予算につ

いてご説明を申し上げます。

まず、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条は、歳入歳出予算で

ありますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０８億１，８００万円と定める

ものであります。この予算は、平成２１年度当初予算と比較しますと４億２，８００万円

の増、対前年比で４．１％の増としたところであり、４年ぶりの増額予算となるものであ

ります。

第２条は、継続費でありますが、８ページ、第２表、継続費に記載のとおり、南吉野団

地建設工事２億２，１００万円、石山団地建設工事９，８００万円の２つの事業について

平成２２年度から２３年度までの２カ年の継続事業として、それぞれ総額及び年割額を定

めるものであります。

第３条は、債務負担行為でありますが、９ページ、第３表、債務負担行為に記載のとお

り、土地開発公社用地買収について期間を平成２２年度から２５年度までとし、限度額を

２億１，３１８万１，０００円と定め、電算システム機器借り上げについて期間を平成２
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２年度から２７年度までとし、限度額を１億３，５５６万３，０００円と定めるものであ

ります。

第４条は、地方債でありますが、１０ページ、第４表、地方債に記載のとおり、地方道

路等整備事業債以下６件について限度額の合計を８億２，３３０万円と定めるものであり

ます。

第５条は、一時借入金でありますが、一時借入金の借り入れ最高額を３０億円と定める

ものであります。

それでは、内容について説明を申し上げますが、市政執行方針の２５ページに平成２２

年度予算大綱説明資料を添付してございますので、これに沿って説明をしてまいります。

歳出のほうからご説明いたしますので、２９ページをお開きいただきたいと存じます。予

算書についても各事業ごとの説明としておりますので、本資料につきましても同じように

表示をしたところであります。説明資料につきましては、予算書のページを記載しており

ますが、ページは省略して説明いたします。また、各項目の頭に付してある一つ丸は継続

事業であり、二重丸は新規事業、アンダーラインを付してあるのは細節の新規事業であり

ます。なお、括弧内の数字は前年度予算額であります。それでは、二重丸の新規事業、ア

ンダーラインの細節の新規事業を中心に説明をしてまいりたいと存じます。

１款議会費は９，３１０万円で、昨年と比較して１９５万２，０００円の減となります。

２款総務費は３億８１２万８，０００円で、昨年と比較して１，６７５万８，０００円

の増となります。

新規事業や増減の主なものを申し上げますが、１目一般管理費の一つ丸、秘書事務に要

する経費で備品購入費６４万８，０００円は、市政功労賞３０個作成に係る経費でありま

す。同じく、一つ丸、映像記録作成に要する経費で備品購入費８万９，０００円は、デジ

タルビデオカメラレコーダー購入に係る経費であります。

５目財産管理費の一つ丸、財産管理に要する経費で不動産鑑定委託料２９万１，０００

円は、最高裁判決を受け、地域住民の方々と協議するため、空知太会館敷地の鑑定評価を

行う不動産鑑定委託料であります。同じく、用地買収費５，９６９万６，０００円は、予

算書の４４４ページの次に添付しております附属説明資料ナンバー１―１、次のページの

１―２、１―３に記載のとおり、道央砂川工業団地内の西６条北２３丁目２５９番４のう

ち３，９５５平方メートル、東１条北１０丁目５１２番７の道道拡幅用地の残地２９１．

９５平方メートル、西３条南１３丁目３９番３の警察官官舎貸付地の残地１，０７９．４

３平方メートルの３カ所について、砂川市土地開発公社経営健全化対策の一環として買い

戻すものであり、道央砂川工業団地内の用地取得につきましては２５９番４を一括して契

約するため、４カ年の債務負担とするものであります。同じく、一つ丸、共用車の管理に

要する経費で備品購入費９万９，０００円は、市有車両耐用年数基準に基づき、更新する

予定でありました車両１台について全国共済農業協同組合連合会から寄贈されることにな
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りましたので、寄贈車に係るスタッドレスタイヤ等の備品購入経費で、車両購入費１９２

万円は同基準に基づき、車両１台を更新する経費であります。

６目企画費の二重丸、第６期総合計画策定に要する経費３４６万９，０００円は、委員

報酬及び第６期総合計画作成委託料であります。

１０目市民生活推進費の一つ丸、消費対策に要する経費でパンフレット購入費２８万４，

０００円は、国の平成２０年度追加補正で都道府県に消費者行政活性化のための基金を造

成した消費者行政活性化交付金事業に基づき、消費者被害者の防止を目的とした啓発を図

るため啓発パンフレットを購入する経費で、広報紙への折り込みなどを実施するものであ

ります。

１１目情報化推進費の一つ丸、情報化推進に要する経費でネットワーク設定委託料２６

４万６，０００円は、２月臨時議会で補正予算に計上したパソコン７７台をイントラ系ネ

ットワークに接続するための設定を行う委託料であります。

１２目電算管理費の一つ丸、電算管理に要する経費で電算システム機器借り上げ料１，

３５５万７，０００円は、現在使用している総合行政システムは平成１４年に更新されて

から７年が経過し、サーバー機器の保守の終息及び端末パソコンのＯＳサポート終了、さ

らにシステム開発元が総合行政システムから撤退することから、システムの更新を行うも

のであります。なお、これに係る経費は６カ年の債務負担で支払いをする予定であります。

１目徴税費の一つ丸、市税の賦課事務に要する経費で土地鑑定評価委託料３４１万２，

０００円は、固定資産税における土地の評価額は適正な時価によるものとされ、具体的に

は地価公示価格等の７割程度と定められており、事務次官通達により地価公示価格、地価

調査価格のほかに不動産鑑定士による不動産鑑定評価を活用することと定められているた

め、平成２４年度の評価替えに向けて市内９６地点の鑑定評価を委託する経費であります。

同じく、エルタックス審査システム委託料２８万８，０００円は、住民税の年金特別徴収

制度について社団法人地方税電子化協議会とのデータ送受信を従来のＬＧＷＡＮ文書交換

システムからエルタックス審査システムに変更することから、審査システムの委託先であ

る北海道電子自治体共同運営協議会に委託する経費であります。一つ丸、市税の徴収事務

に要する経費の滞納管理システム機器更新委託料１，１３４万円は、総合行政システムの

更新に伴い、滞納管理システムのサーバー機器の更新とソフトウエアのバージョンアップ

を行うものであります。

１目戸籍住民基本台帳費の一つ丸、住民基本台帳ネットワークシステム管理に要する経

費で備品購入費２６万２，０００円は、公的個人認証サービスに係るパソコン等の更新に

係る経費であります。

２目参議院議員選挙費の二重丸、参議院議員選挙の執行に要する経費１，０６１万円は、

４月に実施される参議院議員選挙に係るものであり、皆増であります。衆議院議員選挙費

１，３３２万６，０００円は皆減であります。
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１目統計調査費の二重丸、国勢調査に要する経費９６１万円は、１０月１日に実施する

国勢調査に係るものであり、皆増であります。

３款民生費は１７億５，３８６万９，０００円で、昨年と比較して２億２，０５６万円

の増となりますが、子ども手当支給関連で１億６，１５６万３，０００円の増などが主な

要因であります。

１目社会福祉総務費の一つ丸、民生委員の活動に要する経費の退任民生委員記念品３万

５，０００円は、民生委員の３年ごとの一斉改正の年に当たり、７５歳を超え、退任され

る方々７名分の記念品であります。二重丸、住宅手当緊急特別措置事業に要する経費１１

６万９，０００円の皆増は、平成２１年１０月１日より３年間をめどとして、全国の福祉

事務所を設置している市町村が実施主体となり、離職者であって就労能力及び就労意欲の

ある者のうち住宅を喪失している者、または喪失するおそれのある者に対して住宅手当を

支給するもので、扶助限度額１カ月３万１，０００円、６人６カ月分を計上するものであ

ります。二重丸、障害者福祉システムに要する経費７２万５，０００円の皆増は、総合行

政システムの更新に伴い、障害者福祉システムのサーバー機器を更新するものであります。

３目身体障害者福祉費の一つ丸、身体障害者対策に要する経費で北海道障害者スポーツ

大会開催負担金４万８，０００円は、毎年度支庁単位で持ち回り開催されている北海道障

害者スポーツ大会が本年度は深川市で開催されることから、道２分の１、空知支庁管内の

市町村２分の１で負担するもので、これに係る砂川市負担分であります。

５目老人福祉費の一つ丸、在宅老人対策に要する経費で緊急通報装置設置委託料１４万

２，０００円は、在宅高齢者等の緊急時の安全性を確保するための機器設置委託に係る経

費であります。次に、３０ページ、一つ丸、老人憩の家の管理に要する経費で工事請負費

３８５万円は、空知太、石山両老人憩の家の屋根ふきかえの工事費であります。

７目ふれあいセンター費のふれあいセンターの管理に要する経費で健康管理システム更

新委託料１４４万９，０００円は、総合行政システムの更新に伴い、健康管理システムの

サーバー機器を更新するものであります。

１目児童福祉費の一つ丸、児童の養育に要する経費で子ども手当２億５，６２９万５，

０００円は、次世代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点から、中

学校終了までの児童を対象に、子供１人につき月額１万３，０００円を支給するものであ

ります。

２目母子父子福祉費の一つ丸、母子父子福祉に要する経費で高等技能訓練促進費等給付

金２１３万２，０００円は、母子家庭の母の経済的な自立支援を目的とし、看護師、介護

福祉士、保育士等就職に結びつきやすい資格取得のための養成機関で修業する場合に、修

業期間中の生活費の負担軽減を図ることで資格取得を容易となるよう高等技能訓練促進費、

月額１４万１，０００円及び交通費を支給するものであります。

１目生活保護総務費の一つ丸、生活保護事務に要する経費で生活保護システム改修委託
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料２０５万８，０００円は、福祉事務所、道、厚生労働省でデータベースを共有する生活

保護業務データシステムを平成２３年までに導入しなければならないことから、全額国費

で現行システムを改修するものであり、あわせて審査支払い機関と砂川市間の生活保護レ

セプト受領に対応するため、現行システムの改修を行うものであります。同じく、レセプ

ト管理システム導入委託料１２９万円は、審査支払い機関と砂川市間の生活保護レセプト

受領を平成２３年度当初からすべてのレセプトについてオンラインで行うため、関係機器

の購入及びネットワーク回線の構築を委託するものであります。

４款衛生費５億８，２５８万２，０００円で、昨年と比較して６，４４６万９，０００

円の増となりますが、砂川地区保健衛生組合負担金で可燃ごみの処理単価の増に伴う３，

８６１万１，０００円の増及び中・北空知廃棄物処理広域連合に要する経費１，８０４万

１，０００円の増が主なものであります。

２目予防費の二重丸、女性特有のがん検診推進事業に要する経費２６９万４，０００円

の皆増は、国の平成２１年度補正予算において２１年度限りの女性特有のがん検診推進事

業として措置されましたが、２２年度も継続されることとなり、特に受診率の低い子宮頸

がん、乳がん検診の受診率を向上させるため、一定の年齢に達した女性に対し、無料クー

ポン券と検診手帳を配付するものであります。同じく、二重丸、歯科保健対策に要する経

費２６万１，０００円の皆増は、昨年６月、北海道が制定した北海道歯・口腔の健康づく

り８０２０推進条例において、８０歳で２０本の歯を維持するために、予防効果の高い弗

化物洗口の推進が明記されたことから、永久歯に生えかわるころからの歯科保健対策とし

て実施する保育所、幼稚園で集団的に行う弗化洗口物、いわゆる弗素によるうがいに係る

経費であります。同じく、一つ丸、保健師活動に要する経費の代替保健師賃金１５１万２，

０００円は、育児休業に係る職員の代替保健師賃金であります。

４目環境衛生費の一つ丸、墓地の管理に要する経費で墓地管理システム導入委託料９９

万８，０００円は、総合行政システムの更新に伴い、今後の更新経費抑制のため、個別シ

ステムとして導入するものであります。同じく、一つ丸、公衆浴場運営等補助金で公衆浴

場設備整備費補助金３６万円は、煙突取りかえ工事を行った浴場に対する助成で、補助限

度額７２万円の２分の１を補助するもので、同額が北海道からも助成されるものでありま

す。同じく、一つ丸、砂川地区保健衛生組合負担金でごみ処理施設管理費分３，７６８万

８，０００円の増は、エコバレーへの可燃ごみ焼却処理委託料の単価増による２，９４２

万１，０００円の増及びクリーンプラザくるくるの管理等委託料で８年目に実施すること

となっている高速メタン施設、リサイクル施設、中継施設の点検保守費２，２０５万円の

増などに係る砂川市負担分の増が主なものであります。同じく、二重丸、中・北空知廃棄

物処理広域連合に要する経費１，８０４万１，０００円の皆増は、砂川市からの派遣職員

に係る人件費分８８５万９，０００円及び広域連合の経費負担割合による広域連合負担金

が９１８万２，０００円であり、このうち維持管理費分については、平成１８年度から２
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０年度までの３カ年平均のごみ量割で積算され、建設分については１０％を均等割、９０

％を維持管理費分と同様に過去３カ年平均ごみ量割により積算された分を負担するもので

あります。なお、派遣職員に係る人件費分については、派遣職員分担金として返戻される

ものであります。

５款労働費は２，６１９万７，０００円で、昨年と比較して１，４０４万５，０００円

の増となります。

１目労働費の、労働諸費の二重丸、ふるさと雇用再生特別対策推進事業に要する経費３

００万９，０００円の皆増は、農産物調査研究等委託で高齢者でも栽培可能な労働力の少

ない作物を調査し、試験栽培と栽培技術の研究を行うもので、これにより栽培された農産

物を地元菓子産業、飲食業界などで利用し、農商工連携を図るとともに、販路開拓のため

の調査研究を行うものであります。同じく、二重丸、緊急雇用創出事業に要する経費１，

１３７万２，０００円の皆増は、道央砂川工業団地環境整備委託料６８４万６，０００円

及び商店街交通量、通行量等調査委託料４５２万６，０００円であります。道央砂川工業

団地環境整備事業委託は、工業団地内の雑木の整理などの環境整備を行うもので、従業者

５人のうち４人を新規雇用とするものであり、商店街交通量、通行量等調査委託は中心市

街地活性化の基礎資料とするため商店街における交通量、通行量調査を１１カ所で行い、

また商店街の商業的利用価値を評価するため顧客へのアンケート調査や顧客の視点での店

舗の弱み、強みの調査を行うものであり、従事者６人のうち５人を新規雇用とするもので

あります。

６款農林費は３，１５０万３，０００円で、昨年と比較して５，１９５万２，０００円

の減となります。これは、国営土地改良事業が平成２０年度で終了したことから、地元負

担分を昨年度に繰上償還したことによる国営土地改良事業負担金４，９２３万８，０００

円の減が主な要因であります。

２目農業振興費の一つ丸、農業振興事業に要する経費で獣害防止さく整備事業補助金５

４万円は、昨年に引き続きシカなどによる農業被害を防ぐための電気牧さく設置に対する

助成で、有害鳥獣対策連絡協議会へ直接国から１００分の５５補助される残りの農家負担

分に対して、市が２分の１を助成するものであります。

１目林業振興費の一つ丸、公的分収林整備推進事業費で除間伐委託料６６万８，０００

円は、砂川市森林整備事業計画に基づき、計画的に分収林契約を結び、植栽、下刈り、除

間伐等の整備を図るもので、本年度は除間伐４．８ヘクタールを実施するものであります。

次に、３１ページ、７款商工費は１億１３８万７，０００円で、昨年と比較して２，３

７１万８，０００円の減であります。企業振興促進補助金２，７０９万円の皆減が主な理

由であります。

１目商工振興費の一つ丸、商工業振興対策に要する経費でプレミアム商品券発行事業補

助金３００万円は、商工会議所が出資するプレミアム商品券発行事業に対し、その経費の
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一部を助成するもので、２，０００セット発行し、１セット１万円につき２，０００円の

プレミアムをつけるもので、実施期間は平成２２年１０月１日から２３年２月２８日まで

を予定しております。

８款土木費は１２億２，０９４万９，０００円で、昨年と比較して２億３，４３１万４，

０００円の増となります。これは、厳しい経済状況、雇用状況などを踏まえ、道路事業費

の確保を図ったことや長寿命化計画により公営住宅の改修事業費及び石山団地建設事業費

の増が主な要因であります。

２目道路橋梁維持費で二重丸、道路橋梁の修繕工事費９０万円は、駄馬の沢川泥ため枡

土砂除去工事であります。

３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費２億７，２９７万１，００

０円は、記載のとおり道路改良舗装工事等１５路線のほか測量委託１０路線であります。

１目都市計画総務費の一つ丸、都市計画事務に要する経費で都市計画マスタープラン等

策定委託料６８９万９，０００円は、現行の計画が平成１５年度から２２年度までである

ことから、新たに住民意見や市の個性などを反映した計画を策定する経費で、あわせて緑

の基本計画も策定するものであります。

１目市営住宅管理費の一つ丸、市営住宅の管理に要する経費で公営住宅管理システム更

新委託料１，２１０万円は、総合行政システムの更新に伴い、公営住宅管理システムのサ

ーバー機器等を更新するもので、国の１００分の４５の交付金を活用して行うものであり

ます。同じく、工事請負費６，２００万円は、公営住宅長寿命化計画に基づき、段差解消、

手すりの設置など福祉対応型として北光団地高齢改善工事３棟１８戸、長寿命型として東

町団地屋根、外壁改善工事１棟３０戸、居住性向上型として灯油集中配管工事を東町団地

１棟３０戸及び寺町団地２棟３６戸について、国の１００分の４５の交付金を活用して行

うものであります。一つ丸、改良住宅の管理に要する経費で宮川中央団地屋根、外壁改善

工事費８，５５０万円についても、公営住宅長寿命化計画に基づき、長寿命化型として３

棟７２戸を国の１００分の４５の交付金を活用して行うものであります。

２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経費２，１００万円は、

高齢者等安心住まいる住宅改修補助金８７万５，０００円、永く住まいる住宅改修補助金

５１８万４，０００円、まちなか住まいる等住宅促進補助金１，４９４万１，０００円に

ついて、国の１００分の４５の交付金を活用して行うものであります。一つ丸、優良建築

物等整備事業補助金６，４００万円は皆減であります。

３目市営住宅建設費で二重丸、南吉野団地建設事業費２億３，２８８万１，０００円は、

公営住宅ストック総合活用計画に基づく南吉野団地の現地建てかえに伴う平成２１年度、

２２年度の継続事業分１棟１２戸及び平成２２年度、２３年度の継続事業分２棟１３戸の

平成２２年度実施分の建設と、１６戸の老朽住宅除去、１２台分の駐車場整備、８０メー

トルの道路整備、設計委託、移転に伴う補償費であります。同じく、二重丸、石山団地建
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設事業費１億６，０９３万８，０００円は、同じく公営住宅ストック総合活用計画に基づ

く石山団地の現地建てかえに伴う平成２１年度から２２年度の継続事業分１棟１０戸と、

平成２２年度から２３年度の継続事業分１棟６戸の平成２２年度実施分の建設、１０台分

の駐車場整備、１４０メートルの道路造成、移転に伴う補償費であります。

次に、３２ページ、９款消防費は３億５，９６８万２，０００円で、昨年と比較して２，

０９１万２，０００円の減となります。

１目消防費の一つ丸、砂川地区広域消防組合負担金で指令車整備分は、購入から１４年

が経過し、走行距離も１３万５，０００キロメートルに達した消防指令車を５カ年の債務

負担により購入するもので、初年度は利子分のみの負担であります。地図メンテナンスパ

ソコン購入分は購入から７年経過した災害時に活用する地図メンテナンスパソコンがデー

タ入力時動作に支障を頻繁に発生することから、災害活動に影響を与えないように更新す

るものであり、またマルチガス検知警報器購入分は近年多発している硫化水素及び一酸化

炭素発生事案に安全に対応し、活動中の事故防止を図るための機器購入に係る負担分であ

ります。

２目災害対策費の一つ丸、災害対策に要する経費で防災無線定期検査手数料７万８，０

００円及び防災無線定期検査委託料２万８，０００円は、電波法令による無線局の再免許

申請に係る手数料と５年に１回の法定検査に係る委託料であります。

１０款教育費は３億８，４３０万９，０００円で、昨年と比較して１２２万６，０００

円の増となります。

２目事務局費の一つ丸、教育関係団体に要する経費で第５地区教科用図書採択協議会負

担金１０万３，０００円は、平成２３年度から使用する小学校用の教科書について岩見沢

市、夕張市を除く空知管内市町で構成している採択協議会でどの教科書を採択するか調査

研究するための費用に係る砂川市負担分の経費であります。

１目小学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で空知太小学校プール窓ガラス飛

散防止工事費５７万９，０００円は、空知太小学校のプールがグラウンドに面しているこ

とから窓ガラス破損の危険性が高いため、飛散防止フィルムを張って、危険を未然に防ぐ

ものであります。

２目小学校教育振興費の二重丸、社会科副読本に要する経費１０１万８，０００円の皆

増は、小学校３年、４年生を対象とした社会科の授業で砂川市の歴史等を学ぶために必要

な社会科副読本の改訂に係る経費であります。

１目中学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で校舎内床ワックス塗布委託料７

９万円は、児童生徒のけが防止と床の延命化を図るため、市内７校を毎年１校ずつ実施す

るもので、本年度は砂川中学校に係る経費であります。車借り上げ料３６万６，０００円

は、石山中学校体育館の耐震補強工事に伴い、７月から９月にかけて体育館が使用できな

いこととなるため、総合体育館で体育授業を行うためのバス借り上げ料であります。工事
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請負費１５５万２，０００円で砂川中学校スチールドア改修工事は、音楽堂非常ドア及び

西側階段下物置外部ドアが腐食し、開閉できないことから、非常口の確保などのため取り

かえを行うものであります。砂川中学校音楽堂天井補修工事は、昨年度雨漏りの原因と考

えられる塔屋部分を中心に屋根修繕工事を行ったところであり、雨漏りの発生もないこと

から、取り除いた天井の合板について原状復旧するため補修するものであります。

１目社会教育費の二重丸、学校支援地域本部事業に要する経費３５万９，０００円は、

子供を取り巻く環境も大きく変化してきている現状において家庭や地域の教育力が低下し、

学校における役割が過度に求められている現状を踏まえ、地域全体で学校運営を支援する

体制づくりが必要であることから、学校と地域との連携体制の構築を図り、多様な形態の

教育支援を可能とし、子供と向き合う時間の充実を図るための経費であります。

２目公民館費の一つ丸、公民館の管理に要する経費で備品購入費１４８万３，０００円

は、昭和５６年の開館以来使用している防災用の救助袋が経年から劣化している状況であ

るので、昨年に引き続き、３階、４階の各１カ所の救助袋を取りかえる経費などでありま

す。

１目市民スポーツ推進費の一つ丸、体育振興及び指導に要する経費で被服購入費１２万

円は、体育指導員のジャージについて被服貸与規定に基づき、１０人分の更新をするもの

であります。

２目体育施設費の一つ丸、総合体育館の管理に要する経費で備品購入費２２万３，００

０円は、購入から１６年経過した体育施設維持管理用自走式芝刈り機及び劣化した卓球用

得点板の購入経費であります。同じく、一つ丸、海洋センターの管理に要する経費で備品

購入費１４万４，０００円は、体格の大きい子や大人にも対応できるレクリエーショナル

カヌー２台の購入とライフジャケット２０着の更新に係る経費で、いずれもＢ＆Ｇ財団助

成制度を活用するものであります。

１１款公債費は１９億９，７８１万３，０００円で、昨年と比較して２億９，２４０万

７，０００円の減となりますが、１目元金の一つ丸、地方債償還元金で補償金免除繰上償

還分２億８，２５５万８，０００円の皆減によるものが主なものであります。

２目利子の一つ丸、地方債償還利子は２億７，８７７万８，０００円で、昨年度と比較

すると４，５７６万５，０００円の減となりますが、これは高利率の借換債の実施や計画

的な起債借入額抑制、繰上償還などの実施によるものであります。

次に、３３ページ、１２款諸支出金は２４億９，０７９万５，０００円で、昨年と比較

して２億１，４３９万円の増となります。

増減については記載のとおりでありますが、３目病院会計繰出金６億７，７５５万３，

０００円は５，７５０万円の増で、地方交付税の算定において主に病床に係る単価がふえ

たことによることが主な要因であります。

１目開発公社費で一つ丸、砂川振興公社貸付金２億円は、砂川振興公社はさまざまな経
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営努力をしてまいりましたが、銀行の長期借入金の元金償還などにより厳しい経営状態が

続くことから、公社経営を圧迫している金融負債の整理統合を図るため、市が無利子で２

億円を貸し付けることにより銀行の長期借入金１億２，２３５万円を全額繰上償還し、さ

らに短期借入金のうち７，７６５万円の借り入れを実行せず、金利負担等の軽減を図るも

のであります。

１３款職員費は１４億３，７５８万６，０００円で、昨年と比較すると２，８０７万９，

０００円の増となりますが、職員数の減による給料、職員手当の減及び３年ごとに精算す

る退職手当組合精算納付負担金の増などによる共済費の増によるものであります。

１４款災害復旧費２，５１０万円は、記載のとおり２件の過年度発生災害復旧工事費で

あります。以上が歳出であります。

次に、歳入について申し上げますが、戻っていただき、２５ページをごらんいただきた

いと存じます。主なもののみ説明してまいりたいと存じます。１款市税は２０億６，１３

１万８，０００円で、昨年と比較して５，７５９万９，０００円の減となります。景気後

退の影響から、個人市民税では所得の下落が続き、５，１０２万４，０００円の減や、法

人市民税ではリサイクル関連、建設機械関連などでの１，３１１万５，０００円の減が主

な要因であります。

２款地方譲与税は１億２，１５０万円で、昨年と比較して９９１万７，０００円の減と

なりますが、地方揮発油譲与税の増は昨年４月から一般財源化され、旧法の地方道路譲与

税分が振りかわったことなどによる増であり、自動車重量譲与税１，１０３万７，０００

円の減はエコカー減税による減であります。

次に、２６ページ、８款自動車取得税交付金は、２，２６３万８，０００円は昨年と比

較して９２７万円の減となりますが、旧法による自動車取得税交付金の振りかえがありま

すが、自動車の販売台数の減と低価格車への乗りかえによる減に加え、エコカー減税によ

り減となるものであります。

１０款地方交付税は４４億３，０００万円で、昨年と比較して３億２，０００万円の増

となりますが、これは疲弊した地方財政対策として地方交付税で前年比１兆１，０００億

円程度の増とされたことから、昨年の実績額３９億３，５９５万９，０００円と、国で示

された推計延べ率を考慮し、実質的な交付税である臨時財政対策債に振りかえられる額を

控除して積算したものであります。

次に、２７ページ、１４款国庫支出金１２億８０１万９，０００円は、昨年と比較して

２億６，６８９万３，０００円の増となりますが、主なものとしては子ども手当支給関連

事業１億５，７５８万８，０００円のほか公営住宅建設事業及び公営住宅長寿命化改善事

業で１億９１１万１，０００円の増が主な要因であります。

１目民生費国庫負担金で児童福祉費１億５，５９０万４，０００円の増は、子ども手当

支給関連事業の増によるものです。
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１目土木費国庫補助金で７，８１６万５，０００円の増は、平成２２年度から国土交通

省が所管する地域活力基盤創造交付金及び地域住宅交付金などの個別補助金が原則廃止さ

れ、社会資本整備総合交付金が創設されるところであり、この社会資本整備総合交付金事

業のうち公営住宅建設事業及び公営住宅長寿命化改善事業の需用費の増が主な要因であり

ます。

１５款道支出金４億２，７１２万５，０００円は、昨年と比較して４，７３０万８，０

００円の増となりますが、１目民生費道負担金で生活保護費９３３万２，０００円の増は

医療費扶助の増によるもので、知的障害者福祉費３６１万１，０００円及び身体障害者福

祉費８１６万円は自立支援給付費でサービス利用者の増及び新体系移行に伴うサービス単

価の増等によるものであります。

４目衛生費道補助金４４９万３，０００円の増は、小児救急医療支援事業費でオンコー

ル体制導入による診療日数の増によるものであります。

７目労働費補助金１，４３８万１，０００円の皆増は、国の雇用機会を創出する取り組

み支援として道に基金が創設され、それに基づき実施される緊急雇用創出事業及びふるさ

と雇用再生特別対策事業であります。

１６款財産収入１，８２６万５，０００円は、昨年と比較して２，９２６万円の減とな

りますが、平成１０年に設立しました財団法人生涯学習振興協会解散に伴う出捐償還金２，

９５５万９，０００円の皆減によるものであります。

次に、２８ページ、２１款市債８億２，３３０万円は、昨年と比較すると１億１，９４

０万円の減となりますが、事業費では増となるものですが、借換債１億９，５２０万円の

減が主な要因であります。

以上が歳入でありますが、予算書の１９４ページ以降には給与費明細書、継続費に関す

る調書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書を添付してございますので、ご

高覧の上、よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 議案第９号の提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１３分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の会議を再開します。

引き続いて理事者の提案説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 井上克也君 （登壇） 私から議案第９号、１１号、１２号、１３号の４議

案についてご説明申し上げます。

初めに、議案第９号 平成２２年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申

し上げます。
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２０９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ２５億５，０６４万６，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定めるもので

あります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の金額を流用することができると定

めるものであります。

それでは、歳出からご説明申し上げます。２４４ページをお開き願います。１款総務費、

１項１目一般管理費で対前年比２３７万３，０００円の増は、主に一般管理事務に要する

経費で、電算事務負担金の増によるものであります。

２４６ページをお開き願います。２目運営協議会費で対前年比４万１，０００円の減は、

開催回数の減によるものであります。

２項１目賦課徴収費で対前年比４，０００円の減は、賦課徴収事務に要する経費の印刷

製本費の減であります。

３項１目特別対策事業費で対前年比２８万６，０００円の減は、主に医療費適正化対策

に要する経費で、前年度に計上した生活習慣病予防健診分析システムとしての備品購入費

の減であります。なお、収納率向上対策に要する経費で車両点検、修理に伴う修繕料は増

となっております。

２５０ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費は

対前年比３，０００万円の増となりますが、平成２２年４月からの診療報酬改定をかんが

み、自然増を含め、２％の医療費増を見込んだことによるものであります。

２目退職被保険者等療養給付費で対前年比１，４００万円の増は、平成２２年４月から

の診療報酬改定をかんがみ、自然増を含め１５％の医療費増を見込んだことによるもので

あります。

３目一般被保険者療養費は前年度と同額であり、４目退職被保険者等療養費では５０万

円の減、５目審査手数料では４，０００円の増をそれぞれ見込み、計上しております。

２項１目一般被保険者高額療養費は１億９，６００万円で対前年比２００万円の増、２

５２ページの２目退職被保険者等高額療養費は１，４００万円で対前年比２００万円の減

となっております。

３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者等高額介護合算療養費は前

年度と同額であり、３項移送費についても前年度と同額であります。

４項１目出産育児一時金で６０万円の増は、出産育児一時金が平成２１年１０月から平

成２３年３月まで１件につき４万円増の４２万円となったことによるものであります。

５項１目葬祭費については、前年度と同額であります。

２５４ページをお開き願います。３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金
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で対前年比１，６１５万６，０００円の減は、主に平成２０年度の精算額の減によるもの

であります。

２目後期高齢者関係事務費拠出金については２，０００円の減であります。

２５６ページをお開き願います。４款前期高齢者納付金等、１項１目前期高齢者納付金

で対前年比３４万１，０００円の減は、主に平成２０年度の精算額の減によるものであり

ます。

２目前期高齢者関係事務費拠出金については２，０００円の減であります。

２５８ページをお開き願います。５款老人保健拠出金、１項１目老人保健医療費拠出金

で対前年比２，１１６万９，０００円の減は、平成２０年３月分、１カ月分の医療費に対

する拠出金の精算分のみの拠出となることによるものであります。

２目老人保健事務費拠出金は前年度と同額であります。

２６０ページをお開き願います。６款１項１目介護納付金で対前年比５９万７，０００

円の減は、平成２０年度の精算額の減によるものであります。

２６２ページをお開き願います。７款共同事業拠出金で対前年比２，７５７万４，００

０円の増は、平成２０年度以前３カ年分の医療費割等の精算による拠出割合の増によるも

のであり、１項１目高額医療費共同事業医療費拠出金で１，２５６万円の増、３目保険財

政共同安定化事業医療費拠出金で１，５０１万４，０００円の増を見込み、計上しており

ます。

２６４ページをお開き願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で２

２万１，０００円の減は、主に健診委託料の減によるものであります。

２項１目疾病予防費で対前年比６１万８，０００円の減は、主にインフルエンザ予防接

種負担金の減によるものであります。

２６８ページをお開き願います。９款基金積立金及び２７０ページの１０款公債費につ

いては、特に申し上げることはございません。

２７２ページの１１款諸支出金で対前年比１，３１０万１，０００円の増は、主に１項

１目一般被保険者過年度過誤納還付金で、平成２１年度療養給付費等負担金の精算返還金

によるものであります。

２７４ページ、１２款予備費については、特に申し上げることはございません。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては２１５ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款国民健康保険税は３億４，４４０万円で、これは主に国民健康保険被保険

者の所得が総体的に減少傾向にあることから、対前年比２，５５２万９，０００円の減と

見込み、計上したことによるものであります。

２款国庫支出金は６億５，５２８万円で、対前年比６，４１８万８，０００円の増は、

主に療養給付費等負担金の増によるものであります。

３款療養給付費等交付金は１億５，３５０万１，０００円で、対前年比２，７５０万円
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の増は、主に退職被保険者等療養給付費の増によるものであります。

４款前期高齢者交付金は６億５，７００万円で、対前年比１億１，５００万円の減は、

主に平成２０年度の精算額の減によるものであります。

５款道支出金１億１，１２７万９，０００円で、対前年比２，３４８万８，０００円の

増は、主に財政調整交付金の増によるものであります。

６款財産収入について、特に申し上げることはございません。

７款共同事業交付金は３億５，３００万円で、対前年比１，１００万円の減は、交付金

算定ルールに伴う減であります。

８款繰入金は２億３，４８３万２，０００円で、対前年比６，６１５万６，０００円の

増は、主に収支不足を財源調整する国保基金繰入金６，３００万円の増によるものであり

ます。

９款繰越金について、特に申し上げることはございません。

１０款諸収入は４，１０５万２，０００円で、対前年比１，８３１万８，０００円の減

は、主に財源の不足による雑入の減でありますが、翌年度の繰り上げ充用金で補てんする

平成２２年度の不足額を３，９６７万３，０００円と見込んだことによるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の２８ページ以降には給与費明細書を添付しておりま

すので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１１号 平成２２年度砂川市老人医療事業特別会計予算についてご

説明申し上げます。

３３１ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ４７万８，０００円と定めるものであります。

初めに、平成２０年４月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、老人保健制

度が後期高齢者医療制度に移行したことにより、老人医療事業特別会計の平成２２年度予

算は、平成２０年３月診療分以前の精算請求分及び過誤調整分等の予算となります。

それでは、歳出からご説明申し上げます。３５０ページをお開き願います。１款総務費、

１項１目一般管理費で対前年比１万６，０００円の減は、主に電算業務等委託料の減によ

るものであります。

３５２ページの２款医療諸費で対前年比１２１万２，０００円の減は、主に１項１目医

療給付費及び１項４目高額療養費で、平成２０年３月診療分以前の精算請求分及び過誤調

整分の減によるものであります。

３５４ページの３款公債費、３５６ページの４款諸支出金について、特に申し上げるこ

とはございません。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３３５ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款支払基金交付金は２０万２，０００円で対前年比６２万２，０００円の減、

２款国庫支出金は１３万３，０００円で対前年比３９万３，０００円の減、３款道支出金
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は３万３，０００円で対前年比９万８，０００円の減、４款繰入金は１０万５，０００円

で対前年比１１万５，０００円の減は、いずれも保険者負担額の減等によるものでありま

す。

５款繰越金１，０００円及び６款諸収入４，０００円は、前年度予算額と同額でありま

す。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１２号 平成２２年度砂川市介護保険特別会計予算についてご説明

申し上げます。

予算書の３５９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億９，５２２万４，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金で、一時借入金の借り入れの最高額は１億円と定めるものであり

ます。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の金額を流用することができると定

めるものであります。

それでは、歳出からご説明申し上げます。３８６ページをお開き願います。１款総務費、

１項１目一般管理費で対前年比１６２万円の増は、一般管理事務に要する経費のうち主に

電算システム更新委託料の増によるものであり、これは総合行政システム機器更新に伴う

ものであります。

２項賦課徴収費で７，０００円の減は、納入通知書印刷に係る需用費の減によるもので

あります。

３８８ページをお開き願います。３項介護認定審査会費で１７万５，０００円の増は、

主に２目認定調査費の主治医意見書の手数料及び調査委託料の増によるものであります。

３９０ページをお開き願います。２款保険給付費で対前年比８，０８２万４，０００円

の増は、１項１目居宅介護サービス給付費で６，４４７万５，０００円の増及び３９２ペ

ージ、２項１目介護予防サービス給付費で８１６万１，０００円の増、２目地域密着型介

護予防サービス給付費で８２４万６，０００円の増が主なものであります。

続いて、４００ページをお開き願います。３款１目基金積立金で１，２３１万４，００

０円の減は、１目基金積立金で介護給付費の増による介護給付費準備基金積立金の減及び

２目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金で平成２０年度に設置した同基金の運用利子

積み立てによる増であります。

４０２ページをお開き願います。４款地域支援事業費で４２１万３，０００円の減は、

主に１項介護予防事業費の１目介護予防特定高齢者施策事業費の減及び４０４ページ、２

項包括的支援事業・任意事業費では４０６ページの２目任意事業費の減によるものであり

ます。なお、説明欄の新規事業、位置情報提供サービス利用補助金は、徘回により行方不
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明となったときの早期発見及び安全確保を図り、介護者の精神的、経済的負担の軽減を図

るものであります。

４０８ページの５款公債費について、特に申し上げることはございません。

４１０ページをお開き願います。６款諸支出金３万８，０００円の増は、１項１目過年

度過誤納還付金の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３６５ページ、総括でご説明いたします。

１款保険料で前年比１４７万６，０００円の増は、第１号被保険者数の増によるものであ

ります。

２款分担金及び負担金で１１４万５，０００円の減は、地域支援事業の自己負担金の減

によるものであります。

３款国庫支出金で１，７７５万８，０００円の増は、介護給付費の負担ルール分の増及

び調整交付金の増によるものであります。

４款支払基金交付金で２，３３４万２，０００円の増、５款道支出金で１，３１３万９，

０００円の増につきましては、介護給付費の負担ルール分の増によるものであります。

６款財産収入で１９万円の増は、基金運用利子の増によるものであります。

７款繰入金で１，１３６万２，０００円の増は、基金繰入金では減となるものの、介護

給付費の負担ルール分の増による一般会計繰入金の増によるものであります。

８款繰越金、９款諸収入につきましては、前年度と同額であります。

以上が歳入でありますが、歳出の４１２ページ、４１３ページには給与費明細書、４１

４ページ、４１５ページには地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高覧の上、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１３号 平成２２年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算について

ご説明申し上げます。

４１７ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ５億４１１万２，０００円と定めるものであります。

それでは、歳出からご説明申し上げます。４３４ページをお開き願います。１款総務費、

１項１目一般管理費で前年度比２３万５，０００円の減は、主に前年度に計上しておりま

した被保険者証等封入封緘委託料の減及びその他の経費の通信運搬費の減であります。

２項１目徴収費で前年度比７万１，０００円の減は、主に通信運搬費の減によるもので

あります。

４３６ページをお開き願います。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で３，２

６９万円の増は、主に保険料分、保険基盤安定分、療養給付費分の各負担金の減によるも

のであります。

４３８ページをお開き願います。

〔何事か呼ぶ者あり〕
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４３６ページの２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で３，２６９万円の増は、

主に保険料分、保険基盤安定分、療養給付費分の各負担金の増によるものであります。失

礼いたしました。

４３８ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で９，

０００円の増は、健康診査委託料は減となるものの備品購入費でファイルキャビネット新

規購入の増によるものであります。

４４０ページをお開き願います。４款諸支出金５８万４，０００円の増は、１項１目過

年度過誤納還付金の増によるものであります。

４４２ページの５款予備費について、特に申し上げることはございません。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては４２１ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款後期高齢者医療保険料は２億１，６２８万６，０００円で、前年度比１，

９０１万７，０００円の増となりますが、所得割及び均等割の保険料率の改定による増が

主な要因であります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金は１，０００円で、前年度比８万６，０００円の減

となりますが、後期高齢者特別対策交付金の減によるものであります。

３款繰入金は２億８，５７６万７，０００円で、前年度比１，３５６万２，０００円の

増となりますが、保険基盤安定分及び療養給付費分の一般会計繰入金の増が主な要因であ

ります。

４款繰越金は、前年度と同額であります。

５款諸収入は２０５万７，０００円で、前年度比４８万４，０００円の増となりますが、

主に広域連合からの過年度過誤納還付金の増が主な要因であります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 （登壇） 議案第１０号 平成２２年度砂川市下水道事業特別

会計予算についてご説明申し上げます。

予算書の２８７ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ９億５，０６８万３，０００円と定めるものであります。

第２条は、地方債であり、２９０ページ、第２表、地方債に記載のとおり限度額を２億

９，４３０万円と定めるものであります。

第３条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れ最高額を３億円と定めるものであ

ります。

予算の主な内容につきましては、３０８ページの歳出から前年度との比較でご説明いた

します。１款下水道費、１項１目一般管理費で６４万７，０００円の増は、人件費３９万

８，０００円の増と２７節公課費で使用料収入の増加に伴う消費税納付額２４万９，００

０円の増によるものであります。
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２目維持管理費で６１万４，０００円の増は、人事異動による人件費１０９万円の減と、

１９節負担金補助及び交付金で汚水排水量の増加による流域下水道組合負担金１６３万６，

０００円の増が主なものであります。

３１０ページ、３目水洗化促進費は前年度と同額であります。

３１２ページ、４目公共下水道整備事業費７８４万７，０００円の減は、人件費１０７

万３，０００円の増、１３節委託料４６７万５，０００円の増、１５節工事請負費１，５

２４万５，０００円の減及び２２節補償補てん及び賠償金で工事に伴う水道管等移設補償

費として１６４万円の増が主なものであります。本年度事業につきましては、３１３ペー

ジ、説明欄に記載のとおり補助事業として引き続き空知太地区と日の出地区において雨水

管工事２本、合計延長１０９メートルの実施を予定しております。また、委託料では下水

道施設長寿命化計画策定調査委託を予定しております。

３１４ページ、５目流域下水道整備事業費２３２万３，０００円の増は、北海道が施行

する流域下水道の更新事業等に伴う負担金の増が主なものであります。

３１６ページ、２款個別排水処理事業費、１項１目個別排水処理事業費１９万円の増は、

１３節委託料で合併処理浄化槽が昨年度当初より２基ふえたことによる浄化槽維持管理委

託料の増が主なものであります。

３１８ページ、３款公債費７億３，０９１万４，０００円の減は、１目元金で補償金免

除繰上償還が平成２１年度で終了したことなどによる６億９，４５６万４，０００円の減

と、２目利子で繰上償還及び償還年数の経過などにより３，６３５万円減となることによ

るものであります。

続きまして、歳入につきましては２９１ページの総括でご説明いたします。１款分担金

及び負担金１１５万円の減は、下水道整備区域の減少に伴い、現年賦課分の下水道受益者

分担金及び負担金が減となることが主なものであります。

２款使用料及び手数料５３５万１，０００円の増は、下水道使用料の現年度分について

排水量を平成２１年度決算見込みと同量と見込んだことにより増となることが主なもので

あります。

３款国庫支出金については前年と同額であり、増減はありません。

４款繰入金は、下水道事業特別会計の収支調整のための一般会計からの繰り入れであり、

４，７４３万９，０００円の減は使用料収入の増、地方債償還利子の減などによるもので

あります。

６款諸収入５５４万９，０００円の減は、石山川河川改修に伴う汚水管移設補償工事が

終了し、補償金５４０万円が皆減となることが主なものであります。

７款市債６億８，６２０万円の減は、資本費平準化債が１，５２０万円増になりますが、

補償金免除繰上償還が終了したことによる借換債６億９，７４０万円が皆減となることが

主なものであります。
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なお、３２２ページ以降は関連調書を添付しておりますので、ご高覧をいただき、よろ

しくご審議賜りますようお願いいたします。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 議案第１４号 平成２２年度砂川市病院事

業会計予算につきましてご説明申し上げます。

初めに、１ページをごらんください。第２条は、本年度の業務の予定量を（１）、病床

数５２１床、（２）、年間患者数は入院を１３万７，３５０人、外来を２６万３，８７９

人とし、（３）、１日平均患者数では入院を３７６人、外来を１，０８１人と予定したと

ころであります。（４）、主要な建設改良事業は、１、改築事業、２、院舎改修事業、３、

医療機械器具整備事業を実施するものであります。改築事業につきましては、平成２０年

度予算において工事に係る継続費についてご承認をいただいているところであります。

第３条は、収益的収入及び支出でありますが、病院事業収益を１０３億１，２２２万７，

０００円と定め、病院事業費用を１１８億６，８９６万６，０００円と定めるものであり

ます。

２ページをお開きください。第４条は、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入

は１１３億８，３９７万４，０００円、資本的支出は１２５億１，３４６万２，０００円

と定めるものであります。

第５条は、企業債でありますが、改築事業として６１億７，５６０万円、医療機械器具

整備事業として４９億７，７１０万円、総額１１１億５，２７０万円に限度額を定めるも

のであります。起債の方法、利率、償還の方法はそれぞれ記載のとおりであります。

第６条は、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を（１）、職員給与費

で５８億２，７２５万４，０００円、（２）、交際費で２５０万円と定めるものでありま

す。

第８条は、棚卸資産の購入限度額を１５億２，０５１万６，０００円と定めるものであ

ります。

第９条は、重要な資産の取得及び処分を器械備品でＣＴ撮影装置ほか２０品目とするも

のであります。

４ページをお開きください。次に、主な内容のご説明を申し上げます。収益的収入であ

りますが、１項医業収益は９５億４，８５１万３，０００円で、前年度より２億４，７１

７万５，０００円、２．７％の増であります。この主な内容としましては、１目入院収益

で前年度より５，５０８万８，０００円増の６７億５，８６４万８，０００円で、１人当

たりの診療単価では前年度より１，９０９円増の４万９，２０７円を予定したところであ

ります。

２目外来収益は、前年度より１億９，３９７万４，０００円増の２６億３，７７９万３，
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０００円で、１人当たりの診療単価では前年度より３９７円増の９，９９６円を予定した

ところであります。

３目その他医業収益は１億５，２０７万２，０００円で、前年度より１８８万７，００

０円の減を予定したものであります。

次に、２項医業外収益でありますが、６億６，５３６万６，０００円で、前年度より１

億５２５万７，０００円の増でありますが、１目受取利息配当金は２９４万円の減、２目

補助金は産科医等育成、確保支援事業などで７１１万７，０００円の増。

６ページをお開きください。３目負担金交付金は、国からの交付税算入に基づいた市か

らの繰入金であり、８，０６１万７，０００円の増と予定したものです。

４目その他医業収益、医業外収益２，０４６万３，０００円の増額は、主に新病院にお

ける院内施設使用料及び研究受託料の増加による収入増であります。

３項看護専門学校収益は、９，８０４万８，０００円を予定したところであります。

４項特別利益は、３０万円を予定したところであります。

次に、８ページをお開きください。収益的支出についてでありますが、１項医業費用は

１０４億８，３８１万９，０００円で、前年度より６億８，２１９万４，０００円、７％

の増であります。主な内容としましては、１目給与費が５６億９，３２１万４，０００円

で医師、看護師等の増員に伴い、前年度より２億２，７１９万２，０００円の増となり、

２目材料費が２８億１１１万４，０００円で前年度より１億１，１０５万４，０００円の

増となります。これは、高度医療実践による診療材料費の増、また新病院開院に伴う医療

消耗備品の増によるものであります。

１０ページをお開きください。３目経費は１５億６，７９７万８，０００円で、前年度

より４億１，０５９万６，０００円の増であります。これは、５節消耗品費で新病院開院

に伴う文房具、消耗品の増、６節消耗備品費で同様に病室カーテンや保管庫などといった

消耗備品の増、７節光熱水費では電気料の増、次に１３ページにまいりまして、１５節委

託料では主に経営コンサルタント業務や新病院における業務内容等の変更に伴う増による

ものであります。

４目減価償却費は３億６，０４５万円で、前年度より７，７４１万２，０００円の減で

あります。

１４ページをお開きいただきたいと存じます。６目研究研修費は６，１０６万２，００

０円で、前年度より１，０７６万４，０００円の増で、これは図書費や道内研修に係る旅

費、また治験数の増加に伴う研究受託費などについて増となったものであります。

２項医業外費用は４，７１５万５，０００円で、前年度より８０万８，０００円の増で、

主なものは住民参加型市場公募債に係る手数料の増及び改築事業に伴い、課税仕入れに係

る消費税額が増となることから、消費税が減となったものであります。

３項看護専門学校費用は１億５７４万２，０００円で、前年度より１０１万５，０００
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円の減で、これは１目給与費の減で、１６ページにまいりまして、２節手当で前年度と比

較して期末、勤勉手当支給率の減が主なものであります。

１８ページをお開きください。４項特別損失は１２億３，２２５万円で、前年度より１

２億２，６４８万２，０００円の増で、これは１目過年度損益修正損で退職手当組合追加

負担金精算で３，６６０万１，０００円の増、新病院開院に伴う３目病院移転費１億３，

５７８万９，０００円、４目旧病院除却費１０億５，４１５万９，０００円をそれぞれ計

上したことによるものであります。

２０ページをお開きください。次に、資本的収入でありますが、１１３億８，３９７万

４，０００円で、前年度より６８億４６９万６，０００円の増であります。これは、１項

企業債で改築事業に係る借り入れ予定額が５８億６，０７０万円、医療器械購入に係る借

り入れ予定額が４９億７，７１０万円で、合計１０８億３，７８０万円となり、６８億１，

３８０万円の増。

２項投資償還金、１目長期貸付金償還金で、看護学生学資貸与金の繰上償還などで返済

期間が短縮することにより１９７万７，０００円の増。

３項補助金、１目国庫補助金で暮らし、にぎわい再生事業補助金が３億２，３７２万６，

０００円、住宅、建築物安全ストック形成事業補助金が１億９１６万１，０００円で、合

計４億３，２８８万７，０００円となり、１，０９０万９，０００円の増。

４項出資金で、国からの交付税算入に基づいた市からの繰入金で、繰り入れ基準である

企業債元金償還金の減により２，１９９万円の減となったものであります。

２２ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出は１２５億１，３４６万２，

０００円で、前年度より７５億４，０２５万５，０００円の増であります。

１項建設改良費、１目改築事業費の１節建設費６２億８，９８４万７，０００円は、平

成２０年度予算でご承認いただきました継続費の工事請負費及び工事管理費の平成２２年

度分であります。２節事務費６，１７２万２，０００円は、改築事業に係る職員給与費及

び経費であります。

２目院舎改修費７７３万９，０００円は新病院東側の病院駐車場を身体障害者駐車場に

整備するものであり、３目資産購入費５２億９，７９９万３，０００円は新病院開院に伴

い、ペットＣＴなどの医療機器等の整備を図るものであります。

また、４目建設利息８，４７７万８，０００円は、改築事業に係る企業債借り入れ利息

であります。

２項企業債償還金、１目元金償還金７億６，１１７万１，０００円は、旧病院の解体に

伴う繰上償還分があることから、前年度に比べ、３億２，１６４万７，０００円の増額に

なります。

３項投資、１目長期貸付金１，０２１万２，０００円は看護学生への学資貸与金で、貸

付予定者を前年度より６名減と見込んでいることから、１６５万６，０００円の減額にな
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ります。

２４ページ以降は、財務諸表など予算に関連する資料であります。ご高覧いただきまし

て、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 以上で各議案の提案説明を終わります。

◎休会の件について

〇議長 北谷文夫君 お諮りいたします。

３月１２日は、議案調整等のため本会議を休会したいと思います。このことにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、３月１２日は休会とすることに決定いたしました。

◎散会宣告

〇議長 北谷文夫君 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。

本日はこれで散会といたします。

ご苦労さんでした。

散会 午前１１時５１分


